
 

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱 

 

  （目的） 

第１条 県は、愛媛県補助金等交付規則（平成 18 年愛媛県規則第 17 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、物価高騰の影響で

厳しい経営を強いられている県内林業事業体や林産物生産事業者等が行う省力化に資

する林業機械や生産施設等（以下「施設等」という。）の整備に要する経費に対して、

予算の範囲内で令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付することにより、県内林業事業体等の経営の安定化や事業継

続を図る。 

 

  （補助対象経費、補助率及び事業主体） 

第２条 本事業のメニュー、事業主体及び補助率等については、別表１のとおりとする。 

 

  （補助金の交付申請） 

第３条  事業主体は、補助金の交付を受けようとする場合には、補助金交付申請書（様

式第１号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければなら

ない。 

２ 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費

税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税

率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があ

る場合には、これを減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が

明らかでないものについては、この限りでない。  

 

  （補助金の交付決定） 

第４条 知事は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当

と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体

に通知するものとする。 

 

  （補助事業の変更承認申請） 

第５条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業主体（以下「補助事業者」と

いう。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）につい

て、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ補助事

業変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

（1） 補助事業の内容を変更しようとするとき 

（2） 補助金の増減をしようとするとき 
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  （補助事業の中止及び廃止） 

第６条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ

補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。 

 

 （状況報告）  

第７条  補助事業者は、令和８年９月 30 日現在において事業遂行状況報告書

（様式第４号）を作成し、令和８年 10 月 15 日までに知事に提出しなければな

らない。  

 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書（様式第５号）

に、知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 第３条第２項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提

出するに当たって、第３条２項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額か

ら減額して報告しなければならない。 

３ 第３条第２項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を

提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合

には、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を仕入れに係る消費税等相当額報告

書（様式第６号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けて

これを返還しなければならない。 

 

（補助金額の確定） 

第９条 知事は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必

要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助

事業者に通知するものとする。 

 

  （補助金の請求） 

第 10 条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算

払請求書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

  （補助金の交付） 

第 11 条 知事は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付す

るものとする。 

 

（補助金の概算払等） 

第 12 条 知事は、前２条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、

補助金の一部を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、事業の完成前に出来形部分を使用したいときは、あらかじめ既成部

分検査願（様式第８号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 
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３ 知事は、前項の規定により既成部分検査願の提出があったときは、これを審査し、

実地審査を行った上、その結果を通知するものとする。なお、補助事業者が概算払の

交付を受けようとする場合は、補助金の概算払額を決定し、併せて通知するものとす

る。 

４ 前項の規定により概算払額の決定通知を受けた補助事業者は、補助金概算払請求書

（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

５ 知事は、前項の規定による概算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するもの

とする。 

 

（事業の着手） 

第 13 条 事業の着手（機械等発注を含む。）は、原則として知事からの交付決定通知

を受けて行うものとするが、当該年度において、事業の成果を早期に求める必要が

あることなど、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、

補助事業者は、必要性を十分検討した上で、その理由を具体的に付して、交付決定

前着手届（様式第 10 号）により知事に届け出なければならない。 

 

  （指導監督等） 

第 14 条 知事は、補助事業の実施に関して、必要に応じて調査し、指示を行い、又は

報告を求めることがある。 

２ 補助事業者は、補助事業の実施に関し、知事の指導監督を拒むことはできない。 

 

  （補助金交付決定の取り消し等） 

第 15 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助

金が交付されているときは、知事は、その全部又は一部の返還を命じることがある。 

  (1) 補助金を他の用途に使用したとき。 

  (2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。 

  (3) 補助金交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。 

  (4) その他この要綱及び実施要領に違反したとき。 

 

 （財産の譲渡等） 

第 16 条 補助事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を知事

の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供してはならない。 

 

 （財産の管理） 

第 17 条  補助事業により、取得し、又は効用の増加をした財産（以下「取得財産等」

という。）のうち、規則第 22 条第２項第４号に規定する財産は、取得価格又は効用

の増加価格の単価が 50 万円以上の機械及び重要な器具とする。 

２ 規則第 22 条第２項ただし書に規定する期間は、原価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当する期間とす
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る。 

３ 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処

分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

４ 知事の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その

収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

５ 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合には、財産

管理台帳（様式第 11 号）及び関係書類を整備し、規則に定める処分制限期間保管す

るとともに、財産管理台帳を第８条の実績報告と合わせて提出すること。 

 

（書類の経由） 

第 18 条 この要綱により知事に提出する書類は、施設等の設置市町を所管する地方局

長を経由するものとする。 

ただし、県の区域を対象とする広域的な取組を行う団体等が事業実施主体となって

実施する事業については、この限りではない。 

 

（添付書類） 

第 19 条 前条に定める各様式に添付する書類については、別表２のとおりとする。 

２ 事業主体は、実績報告等に添付する書類のほか、別表３の書類を整備する

ものとする。なお、これらの書類は実績報告等への添付は要しないが、書類

を保管し、検査時に検査員へ提示するものとする。  

 

  （関係書類の保管） 

第 20 条 補助事業者は、この要綱により知事に提出した書類及び補助事業に係る収入

支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して５年

間保管しなければならない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月 19 日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。 

（この要綱の失効に伴う経過措置） 

３ 令和９年３月 31 日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかか

わらず、同日後においてもその効力を有する。 
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別表１（第２条関係） 

メニュー 事業内容 事業主体 補助対象経費 補助率等 

１  省力化

機械等の

導入 

省力化に資する機械等（高性

能林業機械、生産施設等）の導

入に係る支援 

森林組合、森林組合連

合会、林業事業者、原

木市場、苗木等林産物

生産者、その他知事が

認めるもの 

省力化に資する機械等の導入に要する次の（1）の経費と

する。 

（1）機械器具費（本体購入費、付属機械機具購入費、事務

雑費（運送料及び据付料を含む）等） 

 

１／２以内 

（1施設の補助金の上

限 20,000 千円） 
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別表２（第19条関係） 

条文 第３条 第５条 第８条 第12条 

書類名 補助金交付申請書 変更承認申請書 実績報告書 既成部分検査願 

様式 第１号 第２号 第５号 第８号 

添 

付 

書 

類 

１ 省力化機械

等の導入 

事業明細書（計画）【様式第12号】 

更新対象の既存施設等の写真（整備区分が更新

の場合） 

見積書・カタログ 

事業明細書（変更）【様式第12号】 

その他変更内容がわかる資料 

事業明細書（実績）【様式第12号】 

補助金額集計表【様式第13号】 

契約書（当初及び変更） 

位置図（1/50,000） 

納品書又は引渡書の写し 

完成写真 

財産管理台帳【様式第11号】 

同左 

※見積書及びカタログは、事業計画承認申請時と同様の場合は添付不要とする。 
※事業明細書（変更）【様式第 12号】については、変更前・変更後を 2段書きにするなど、変更箇所がわかるように記載すること。 
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別表３（第 19条関係） 

メニュー 整備書類 

１ 省力化機械等の導入 

①  現状値及び目標値が確認できる書類 

②  管理規程 

③  業者等により適切に整備されていると確認できる書類（中古品のみ） 

④  その他事業の実施に係る関係書類 

⑤  処分施設等の他の補助事業活用の有無及び処分制限期間が確認できる書類（更新のみ） 

  

7



様式第１号（第３条関係）

様

印

１　事業の目的

２　事業費総括表 （単位：円）

※事業費は税込みで記入すること。

計

記

その他県補助金
事業費

負担区分
整備内容

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付申請書

　愛媛県林業省力化機械等導入支援事業を下記のとおり実施したいので、令和７年度
愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第３条に基づき、補助金の交
付を申請します。

令和　年　月　日

愛媛県知事

整備区分メニュー

第　　　　号

所在地

事業主体名

代表者職氏名
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３　収支予算書

（１）収入の部

（２）支出の部

４　事業着手及び完了予定年月日

５　添付資料

（１）メニューごとに、別に定める資料等

○事業明細書（計画）【様式13号】

○見積書・カタログ　※事業計画承認申請時と同様の場合は添付不要

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

着手：

完了：

本件責任者（職氏名・連絡先）

担当者（職氏名・連絡先）

合計

県補助金

メニュー 予算額 積算基礎

合計

その他

区分 予算額 内訳

令和　年　月　日

令和　年　月　日
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別紙（第３条及び第８条関係）

（単位：円）

事業主体名

仕入れに係る消費税等
額と当該金額に地方消
費税率を乗じて得た金
額との合計(A)

補助率
(B)

仕入れに係る消費税等
相当額(A×B)

備考

　令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金に係る
仕入れに係る消費税等相当額集計表

（注）１　第３条第２項及び第８条第２項により、当該補助金に係る仕入れに係る消
　　　　費税等相当額を減額して申請又は報告する場合に記載すること。
　　　２　「仕入れに係る消費税額と当該金額に地方消費税率を乗じて得た金額の合
　　　　計」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消
　　　　費税法（昭和63年法律第 108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控
　　　　除できる金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第 226号）に規定する地
　　　　方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記載すること。
　　　　　なお、事業実施主体の課税売上割合が95％未満の場合で、交付金に係る消
　　　　費税の仕入控除税額の計算において課税売上割合を乗じる必要がある場合は、
　　　　上記合計額に課税売上割合を乗じた額を記載する。
　　　３　「仕入れに係る消費税等相当額」欄には、補助対象経費に含まれる消費税
　　　　及び地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額と
　　　　して控除できる金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて
　　　　得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を記載すること。
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様式第２号（第５条関係）

様

印

（注）

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

記

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業変更承認申請書

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

所在地

事業主体名

代表者職氏名

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業を下記のとおり変更したいので、令和
７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により、
その承認を申請します。

　１．　記の記載要領は、補助金交付申請書の様式に準ずるものとし、その場合、
　　　「事業の目的」を「変更の理由」とすること。
　２．　本申請は、変更前（上段）と変更後（下段）の欄を設けて内容が容易に
　　　対比できるように作成すること。

本件責任者（職氏名・連絡先）

担当者（職氏名・連絡先）
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様式第３号（第６条関係）

様

印

（注）不要な文字は、削除すること。

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

所在地

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業中止（廃止）承認申請書

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

担当者（職氏名・連絡先）

事業主体名

代表者職氏名

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業を中止（廃止）したいので、令和７年
度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第６条の規定により、その
承認を申請します。

記

１　中止（廃止）の理由

２　中　止　の　期　間
　　（廃　止　の　時　期）

本件責任者（職氏名・連絡先）
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様式第４号（第７条関係）

様

所在地

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業遂行状況報告書

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

事業主体名

代表者職氏名

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業の遂行状況について、令和７年度愛媛
県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとお
り報告します。

記

備考
補助金

交付決定額
（円） 事業完了

予定年月日
補助金(円)

出来高
比　率

補助金(円)

令和８年９月30日までに
完了したもの

令和８年10月１日以降に
実施するもの

事　業　の　遂　行　状　況
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様式第５号（第８条関係）

様

印

１　事業の成果

２　事業費総括表 （単位：円）

※事業費は税込みで記入すること。

記

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業実績報告書

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

所在地

事業主体名

代表者職氏名

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業の実績について、令和７年度愛媛県林
業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添え
て報告します。

メニュー 整備区分 整備内容 事業費
負担区分

県補助金 その他

計

14



３　収支精算書

（１）収入の部

（２）支出の部

５　添付資料

（１）その他メニューごとに、別に定める資料等

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

区分

県補助金

担当者（職氏名・連絡先）

予算額 決算額 差引増△減 備考

合　計

本件責任者（職氏名・連絡先）

差引増△減 経費内訳

その他

合　計

メニュー 予算額 決算額
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様式第６号（第８条関係）

様

印

１　補助金交付要綱第10条の補助金の額の確定額

（　　　年　月　日付け　　　第　号による額の確定通知額）

￥

２　補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額

￥

３　消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額

￥

４　補助金返還相当額（３－２）

￥

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

本件責任者（職氏名・連絡先）

担当者（職氏名・連絡先）

事業主体名

代表者職氏名

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金について、令和７年度愛媛県
林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第８条第３項の規定により、下記の
とおり報告します。

記

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業補助金に係る仕入れに係る
消費税等相当額報告書

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

所在地
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様式第７号（第10条関係）

様

印

一金 円也

（内　訳）

金 円也

金 円也

金 円也

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金について、令和７年度愛媛県
林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第10条の規定により、下記のとおり
請求します。

記

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

所在地

担当者（職氏名・連絡先）

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金精算払請求書

交付決定通知額

概算払受領済額

本件責任者（職氏名・連絡先）

今 回 請 求 額

事業主体名

代表者職氏名
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様式第８号（第12条関係）

様

印

記

円

円

％

（注）記入に当たっては、該当箇所のみ記入のこと。

出 来 高 率 ( Ｂ ／ Ａ )

事業主体名

代表者職氏名

　令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第 12 条第２項
の規定に基づき、標記検査願を提出します。

メ ニ ュ ー

整 備 区 分

出 来 高 事 業 費 ( Ｂ )

出 来 高 概 要

申 請 事 業 量

申 請 事 業 費 ( Ａ )

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業既成部分検査願

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事

所在地
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様式第９号（第12条関係）

様

印

一金 円也

（内　訳）

金 円也

金 円也

金 円也

金 円也

氏名・連絡先記載欄（代表者印を押印する場合は本欄不要）

（注）押印を省略する場合は、電子メールにより県の担当者及び県・債権者双方の

上席者を宛先として提出すること。

本件責任者（職氏名・連絡先）

担当者（職氏名・連絡先）

残 額

今 回 請 求 額

事業主体名

代表者職氏名

　　　年　月　日付け愛媛県指令　　第　　号で、補助金交付決定の通知があった令
和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金について、令和７年度愛媛県
林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第12条第４項の規定に基づき、標記
請求書を提出します。

記

交付決定通知額

概算払受領済額

所在地

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金概算払請求書

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事
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様式第10号（第13条関係）

様

１　メニュー

２　整備内容

３　事業費

４　着手予定年月日

５　交付決定前の着手を必要とする理由

（別記条件）

１．

２．

３．

交付決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって実施した施策に損失を
生じた場合、これらの損失は事業主体が負担すること。

交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合
においても異議を申し立てないこと。

当該施設については、着工から交付決定を受ける期間内においては計画の変
更は行わないこと。

事業主体名

代表者職氏名

　令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業費補助金交付要綱第13条の規定に
基づき、別記条件を了承の上、下記のとおり提出します。

記

所在地

令和７年度愛媛県林業省力化機械等導入支援事業交付決定前着手届

第　　　　号

令和　年　月　日

愛媛県知事
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様式第11号（第17条関係）

市町･大字名

国庫補助金 県　費 市町費 その他

  
      円     円     円     円     円 年

計

計

　（注）１　処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。
　　　　２　処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。
　　　　３　摘要欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先及び抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。
　　　　４　この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。

事業名

事　　業　　の　　内　　容 工　　期 経　　費　　の　　配　　分

 合　　計

愛媛県林業省
力化機械等導
入支援事業

摘要
メニュー 事業主体 整備区分

施工箇所
又は

設置場所
事業量

着　工
年月日

竣　工
年月日

総事業費
負　　担　　区　　分

処分制限期間 処分の状況

耐用
年数

処分制限
年月日

承　認
年月日

処分の
内　容

財　　産　　管　　理　　台　　帳

事業実施年度 国交付金名
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様式第12号（第19条関係）

1-1

1-2

1-3

※導入予定の機械名等を記入すること

※備考欄に消費税分を記入すること

事務雑費

1-1

1-2

1-3

事業明細書（計画・変更・実績）

（１）　省力化機械等の導入

　【①導入機械の詳細】

整理
番号

機械名 数量 メーカー 品番 規格
補助対象
事業費

（税込み）
備　考

　【②補助対象事業費の詳細】

整理
番号

機械名
補助対象事業費（単位円：税込み）

備　考
本体購入費

付属機械機具購
入費

合計

合　　　計

合　　　計
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様式第13号（第19条関係）

（１）　省力化機械等の導入

項　　目 備　　考

事業費 円

補助金上限額 円

補助金額 円 （千円未満切捨て）

補助金額集計表

積　　算
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